
放
送
法
の
一
部
を
改
正
す
る
法
律
の
施
行
に
伴
う
関
係
政
令
の
整
備
に
関
す
る
政
令

新
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放
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○
防
衛
施
設
周
辺
の
生
活
環
境
の
整
備
等
に
関
す
る
法
律
施
行
令
（
昭
和
四
十
九
年
政
令
第
二
百
二
十
八
号
）
（
第
二
条
第
二
号
関
係
）
・
・
・
・
・
・
６



 

1 

○
放
送
法
施
行
令
（
昭
和
二
十
五
年
政
令
第
百
六
十
三
号
）
（
第
一
条
関
係
） 

（
傍
線
部
分
は
改
正
部
分
） 

改 

正 

案 

現 
 
 

行 

（
出
資
の
対
象
） 

第
二
条 

法
第
二
十
二
条
第
三
号
に
規
定
す
る
政
令
で
定
め
る
事
業
は
、
次
の
と
お
り

と
す
る
。 

一 

協
会
の
委
託
に
よ
り
、
放
送
番
組
を
制
作
し
、
放
送
番
組
の
制
作
に
必
要
な
装

置
を
作
成
し
、
又
は
放
送
に
必
要
な
施
設
を
建
設
し
、
若
し
く
は
管
理
す
る
事
業 

二 

協
会
に
対
し
、
放
送
番
組
の
制
作
に
必
要
な
装
置
又
は
放
送
に
必
要
な
施
設
を

供
給
す
る
事
業 

三 

法
第
二
条
第
二
十
四
号
に
規
定
す
る
基
幹
放
送
局
設
備
を
協
会
の
法
第
十
五
条

に
規
定
す
る
国
内
基
幹
放
送
の
業
務
の
用
に
供
す
る
事
業 

四 

協
会
の
委
託
に
よ
り
、
又
は
協
会
と
共
同
し
て
、
放
送
及
び
そ
の
受
信
の
進
歩

発
達
に
必
要
な
調
査
研
究
を
行
う
事
業 

五 

協
会
の
委
託
に
よ
り
、
受
信
料
の
徴
収
に
関
す
る
業
務
又
は
協
会
の
業
務
に
係

る
情
報
の
処
理
に
関
す
る
業
務
を
行
う
事
業 

六 

協
会
が
放
送
を
す
る
こ
と
を
主
た
る
目
的
と
す
る
公
開
演
奏
会
そ
の
他
の
催
し

を
主
催
す
る
事
業 

七 

協
会
の
委
託
に
よ
り
、
放
送
の
普
及
発
達
に
必
要
な
周
知
宣
伝
又
は
出
版
を
行

う
事
業 

八 

協
会
の
委
託
に
よ
り
、
放
送
番
組
の
編
集
に
必
要
な
ニ
ュ
ー
ス
及
び
情
報
を
収

集
し
、
又
は
こ
れ
を
協
会
以
外
の
者
と
交
換
す
る
事
業 

九 

協
会
の
委
託
に
よ
り
、
放
送
番
組
及
び
そ
の
編
集
上
必
要
な
資
料
を
基
幹
放
送

事
業
者
（
協
会
及
び
学
園
を
除
く
。
）
又
は
基
幹
放
送
局
提
供
事
業
者
の
用
に
供

し
、
若
し
く
は
外
国
放
送
事
業
者
に
提
供
し
、
又
は
協
会
の
調
査
研
究
の
成
果
を

（
出
資
の
対
象
） 

第
二
条 

（
同
上
） 

 

一 

（
同
上
） 

 

二 

（
同
上
） 

 

三 

（
同
上
） 

 

四 

（
同
上
） 

 

五 

（
同
上
） 

 

六 

（
同
上
） 

 

七 

（
同
上
） 

 

八 

（
同
上
） 

 

九 
（
同
上
） 

  



 

2 

一
般
の
利
用
に
供
す
る
事
業 

十 
協
会
の
放
送
番
組
に
係
る
著
作
物
に
つ
い
て
、
そ
の
複
製
物
を
作
成
し
、
若
し

く
は
頒
布
し
、
又
は
こ
れ
を
有
線
送
信
す
る
事
業
（
次
号
及
び
第
十
二
号
に
掲
げ

る
も
の
を
除
く
。
） 

十
一 

協
会
の
放
送
番
組
及
び
そ
の
編
集
上
必
要
な
資
料
（
こ
れ
ら
を
編
集
し
た
も

の
を
含
む
。
次
号
に
お
い
て
「
放
送
番
組
等
」
と
い
う
。
）
の
配
信
を
行
う
事
業 

 

十
二 

放
送
番
組
等
を
、
配
信
の 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

事
業
を
行
う
者
に
提
供
す
る
事
業 

十
三 

協
会
の
放
送
設
備
を
使
用
し
て
テ
レ
ビ
ジ
ョ
ン
多
重
放
送
を
行
う
事
業 

十
四 

次
の
い
ず
れ
か
に
該
当
す
る
業
務
に
係
る
事
業 

イ 

株
式
会
社
海
外
通
信
・
放
送
・
郵
便
事
業
支
援
機
構
（
以
下
こ
の
号
に
お
い

て
「
機
構
」
と
い
う
。
）
が
行
う
株
式
会
社
海
外
通
信
・
放
送
・
郵
便
事
業
支

援
機
構
法
（
平
成
二
十
七
年
法
律
第
三
十
五
号
。
以
下
こ
の
号
に
お
い
て
「
機

構
法
」
と
い
う
。
）
第
二
十
三
条
第
一
項
第
八
号
に
掲
げ
る
業
務
で
あ
つ
て
、

機
構
の
委
託
に
よ
り
、
協
会
が
対
象
事
業
（
機
構
法
第
二
条
第
二
項
に
規
定
す

る
対
象
事
業
を
い
う
。
以
下
こ
の
号
に
お
い
て
同
じ
。
）
を
行
い
、
又
は
行
お

う
と
す
る
事
業
者
に
対
す
る
技
術
者
の
派
遣
を
行
う
も
の 

ロ 

機
構
が
行
う
機
構
法
第
二
十
三
条
第
一
項
第
十
七
号
に
掲
げ
る
業
務
で
あ
つ

て
、
協
会
の
委
託
に
よ
り
、
対
象
事
業
を
行
い
、
又
は
行
お
う
と
す
る
事
業
者

（
外
国
放
送
事
業
者
に
該
当
す
る
も
の
に
限
る
。
）
に
対
し
、
協
会
が
そ
の
放

送
番
組
及
び
そ
の
編
集
上
必
要
な
資
料
を
当
該
事
業
者
に
提
供
す
る
こ
と
に
つ

い
て
の
あ
つ
せ
ん
を
行
う
も
の 

ハ 

機
構
が
行
う
機
構
法
第
二
十
三
条
第
一
項
第
十
七
号
に
掲
げ
る
業
務
で
あ
つ

て
、
機
構
の
委
託
に
よ
り
、
協
会
が
対
象
事
業
を
行
い
、
又
は
行
お
う
と
す
る

 

十 

（
同
上
） 

  

十
一 

法
第
二
十
条
第
二
項
第
二
号
に
規
定
す
る
放
送
番
組
等
（
次
号
に
お
い
て
「

放
送
番
組
等
」
と
い
う
。
）
を
電
気
通
信
回
線
を
通
じ
て
一
般
の
利
用
に
供
す
る

事
業
（
放
送
に
該
当
す
る
も
の
を
除
く
。
） 

十
二 

放
送
番
組
等
を
、
放
送
番
組
を
電
気
通
信
回
線
を
通
じ
て
一
般
の
利
用
に
供

す
る
事
業
を
行
う
者
に
提
供
す
る
事
業 

十
三 

（
同
上
） 

十
四 

（
同
上
） 

イ 

（
同
上
） 

      

ロ 

（
同
上
） 

    

ハ 

（
同
上
） 



 

3 

事
業
者
（
外
国
放
送
事
業
者
に
該
当
す
る
も
の
に
限
る
。
）
の
放
送
に
従
事
す

る
者
の
養
成
を
行
う
も
の 

（
資
料
の
提
出
） 

第
八
条 

法
第
百
七
十
五
条
（
法
第
八
十
一
条
第
六
項
に
お
い
て
準
用
す
る
場
合
を
含

む
。
）
の
規
定
に
よ
り
総
務
大
臣
が
協
会
、
放
送
事
業
者
（
協
会
及
び
小
規
模
施
設

特
定
有
線
一
般
放
送
事
業
者
（
法
第
百
三
十
四
条
第
二
項
に
規
定
す
る
小
規
模
施
設

特
定
有
線
一
般
放
送
事
業
者
を
い
う
。
第
四
号
及
び
次
項
に
お
い
て
同
じ
。
）
を
除

く
。
）
、
基
幹
放
送
局
提
供
事
業
者
、
媒
介
等
業
務
受
託
者
（
法
第
百
五
十
条
に
規

定
す
る
媒
介
等
業
務
受
託
者
を
い
う
。
第
六
号
に
お
い
て
同
じ
。
）
、
有
料
放
送
管

理
事
業
者
（
法
第
百
五
十
二
条
第
二
項
に
規
定
す
る
有
料
放
送
管
理
事
業
者
を
い
う

。
第
七
号
に
お
い
て
同
じ
。
）
又
は
認
定
放
送
持
株
会
社
に
対
し
資
料
の
提
出
を
求

め
る
こ
と
が
で
き
る
事
項
は
、
次
の
各
号
に
掲
げ
る
区
分
に
応
じ
、
当
該
各
号
に
定

め
る
事
項
と
す
る
。 

一 

協
会 

次
に
掲
げ
る
事
項 

イ 

法
第
五
条
第
一
項
（
法
第
八
十
一
条
第
六
項
に
お
い
て
準
用
す
る
場
合
を
含

む
。
）
に
規
定
す
る
番
組
基
準
及
び
法
第
六
条
第
三
項
（
法
第
八
十
一
条
第
六

項
に
お
い
て
準
用
す
る
場
合
を
含
む
。
）
に
規
定
す
る
放
送
番
組
の
編
集
に
関

す
る
基
本
計
画
に
関
す
る
事
項 

ロ 

審
議
機
関
の
組
織
及
び
運
営
に
関
す
る
事
項
、
そ
の
議
事
の
概
要
並
び
に
そ

の
答
申
又
は
意
見
に
対
し
て
講
じ
た
措
置
に
関
す
る
事
項 

ハ 

法
第
九
条
第
一
項
（
法
第
八
十
一
条
第
六
項
に
お
い
て
準
用
す
る
場
合
を
含

む
。
）
の
規
定
に
よ
る
訂
正
又
は
取
消
し
の
放
送
に
関
す
る
事
項 

ニ 

法
第
二
十
条
第
一
項
第
六
号
、
第
二
項
及
び
第
三
項
の
業
務
の
実
施
状
況
（

放
送
番
組
の
内
容
に
関
す
る
事
項
を
除
く
。
） 

ホ 

国
際
放
送
及
び
協
会
国
際
衛
星
放
送
並
び
に
こ
れ
ら
の
放
送
の
放
送
番
組
の

（
資
料
の
提
出
） 

第
八
条 

（
同
上
） 

         

一 

（
同
上
） 

イ 

（
同
上
） 

   

ロ 

（
同
上
） 

 

ハ 

（
同
上
） 

 
ニ 
法
第
二
十
条
第
一
項
第
三
号
、
第
二
項
及
び
第
三
項
の
業
務
の
実
施
状
況
（

放
送
番
組
の
内
容
に
関
す
る
事
項
を
除
く
。
） 

ホ 

国
際
放
送
及
び
協
会
国
際
衛
星
放
送 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

4 

配
信
の
実
施
状
況
の
概
要 

ヘ 

法
第
五
十
二
条
、
第
五
十
四
条
又
は
第
五
十
五
条
の
規
定
に
よ
つ
て
し
た
役

員
の
任
免
に
関
す
る
事
項 

ト 

法
第
六
十
四
条
第
八
項
第
一
号
に
規
定
す
る
受
信
契
約
に
関
す
る
事
項 

チ 

法
第
八
十
一
条
第
二
項
に
規
定
す
る
世
論
調
査
に
関
す
る
事
項 

二
～
八 

（
略
） 

２ 

（
略
） 

 
 

の
実
施
状
況
の
概
要 

ヘ 

（
同
上
） 

 

ト 

法
第
六
十
四
条
第
一
項 

 
 

に
規
定
す
る
受
信
契
約
に
関
す
る
事
項 

チ 

（
同
上
） 

二
～
八 

（
同
上
） 

２ 

（
同
上
） 

 
 

 
 



 

5 

○
公
共
用
飛
行
場
周
辺
に
お
け
る
航
空
機
騒
音
に
よ
る
障
害
の
防
止
等
に
関
す
る
法
律
施
行
令
（
昭
和
四
十
二
年
政
令
第
二
百
八
十
四
号
）
（
第
二
条
第
一
号
関
係
） 

（
傍
線
部
分
は
改
正
部
分
） 

改 

正 

案 

現 
 
 

行 

（
共
同
利
用
施
設
の
範
囲
及
び
補
助
の
額
等
） 

第
五
条 

法
第
六
条
の
規
定
に
よ
る
補
助
に
係
る
施
設
は
、
次
の
表
の
上
欄
に
掲
げ
る

施
設
と
し
、
こ
れ
ら
の
施
設
に
係
る
補
助
の
額
又
は
割
合
は
、
そ
れ
ぞ
れ
同
表
の
下

欄
に
掲
げ
る
額
又
は
同
表
の
下
欄
に
掲
げ
る
割
合
の
範
囲
内
で
国
土
交
通
大
臣
が
定

め
る
割
合
と
す
る
。 

（
共
同
利
用
施
設
の
範
囲
及
び
補
助
の
額
等
） 

第
五
条 

（
同
上
） 

補
助
に
係
る
施
設 

補
助
の
額
又
は
割
合 

一
般
住
民
の
学
習
、
保
育
、
休
養
又
は

集
会
の
用
に
供
す
る
た
め
の
施
設
（
学

校
の
施
設
を
除
く
。
） 

国
土
交
通
大
臣
が
定
め
る
額 

有
線
電
気
通
信
設
備
を
用
い
て
行
わ
れ

る
放
送
法
（
昭
和
二
十
五
年
法
律
第
百

三
十
二
号
）
第
二
十
条
の
三
第
九
項 

 

 

に
規
定
す
る
ラ
ジ
オ
放
送
の
業
務
を

行
う
た
め
の
設
備 

十
分
の
八 

そ
の
他
国
土
交
通
大
臣
が
指
定
す
る
施

設 

十
分
の
七
・
五 

 

（
同
上
） 

（
同
上
） 

（
同
上
） 

  

（
同
上
） 

有
線
電
気
通
信
設
備
を
用
い
て
行
わ
れ

る
放
送
法
（
昭
和
二
十
五
年
法
律
第
百

三
十
二
号
）
第
六
十
四
条
第
一
項
第
二

号
に
規
定
す
る
ラ
ジ
オ
放
送
の
業
務
を

行
う
た
め
の
設
備 

（
同
上
） 

（
同
上
） 

 

（
同
上
） 

 

 
 

 
 



 

6 

○
防
衛
施
設
周
辺
の
生
活
環
境
の
整
備
等
に
関
す
る
法
律
施
行
令
（
昭
和
四
十
九
年
政
令
第
二
百
二
十
八
号
）
（
第
二
条
第
二
号
関
係
） 

（
傍
線
部
分
は
改
正
部
分
） 

改 

正 

案 

現 
 
 

行 

（
民
生
安
定
施
設
の
範
囲
及
び
補
助
の
割
合
） 

第
十
二
条 

法
第
八
条
の
規
定
に
よ
る
補
助
に
係
る
施
設
は
、
次
の
表
の
第
二
欄
に
掲

げ
る
施
設
と
し
、
こ
れ
ら
の
施
設
に
係
る
補
助
の
割
合
は
、
同
表
の
第
三
欄
に
掲
げ

る
割
合
の
範
囲
内
で
防
衛
大
臣
が
定
め
る
割
合
と
す
る
。 

（
民
生
安
定
施
設
の
範
囲
及
び
補
助
の
割
合
） 

第
十
二
条 

（
同
上
） 

項 

補
助
に
係
る
施
設 

補
助
の
割
合 

一 

有
線
電
気
通
信
設
備
を
用
い
て

行
わ
れ
る
放
送
法
（
昭
和
二
十

五
年
法
律
第
百
三
十
二
号
）
第

二
十
条
の
三
第
九
項 

 

に
規

定
す
る
ラ
ジ
オ
放
送
の
業
務
を

行
う
た
め
の
施
設 

十
分
の
八 

二
～
十
四 

（
略
） 

（
略
） 

 

（
同
上
） 

（
同
上
） 

（
同
上
） 

一 

有
線
電
気
通
信
設
備
を
用
い
て

行
わ
れ
る
放
送
法
（
昭
和
二
十

五
年
法
律
第
百
三
十
二
号
）
第

六
十
四
条
第
一
項
第
二
号
に
規

定
す
る
ラ
ジ
オ
放
送
の
業
務
を

行
う
た
め
の
施
設 

（
同
上
） 

二
～
十
四 

（
同
上
） 

（
同
上
） 

 

 
 

 




